
宮崎県収用委員会告示第８号

土地収用法（昭和26年法律第 219号）第45条の２の規定により収

用及び使用の裁決手続の開始を決定したので告示する。

平成23年７月19日

宮崎県収用委員会

１ 起業者の名称

西日本高速道路株式会社

２ 事業の種類

高速自動車国道東九州自動車道新設工事（門川インターチェン

ジから都農インターチェンジ（仮称）まで）及びこれに伴う附帯

工事並びに市道、町道及び農業用水路付替工事

３ 裁決手続の開始を決定する土地の所在、地番、地目及び地積等

所在 宮崎県日向市東郷町山陰字向ヲ原
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企業局企業管理規企業局企業管理規程程

企業局企業職員就業規程の一部を改正する企業管理規程をここに公表する。

平成23年７月19日

宮崎県企業局長 誕 砂 公 一

宮崎県企業局企業管理規程第７号

企業局企業職員就業規程の一部を改正する企業管理規程

企業局企業職員就業規程（昭和36年宮崎県企業局企業管理規程第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この企業管理規程は、公表の日から施行し、平成２３年７月１日から適用する。

改正後改正前

別表（第12条関係）

備考

１ 本表（第18号を除く。）によって承認する期間で一定日

数で示されているものは、その日数中に週休日等及び年末

年始の休日を含むものとする。

２ ［略］

別表（第12条関係）

備考

１ 本表（第18号を除く。）によって承認する期間で一定日

数で示されているものは、その日数中に週休日等及び時間

外勤務代休時間が指定された勤務日等を含むものとする。

２ ［略］

特に承認を与える期間原因

［略］

一の年の７月から９月の期間

内における、週休日、休日及

び代休日（以下「週休日等」

という。）並びに割り振られ

た勤務時間の全部について時

間外勤務代休時間が指定され

た勤務日等を除いて原則とし

て連続する３日の範囲内の期

間

18 職員が夏季における盆等

の諸行事、心身の健康の維

持及び増進又は家庭生活の

充実のため勤務しないこと

が相当であると認められる

場合

［略］

特に承認を与える期間原因

［略］

一の年の７月から10月までの

期間内における、週休日、祝

日法による休日、代休日及び

割り振られた勤務時間の全部

について時間外勤務代休時間

が指定された勤務日等（以下

「週休日等」という。）を除

いて原則として連続する３日

の範囲内の期間

18 職員が夏季における盆等

の諸行事、心身の健康の維

持及び増進又は家庭生活の

充実のため勤務しないこと

が相当であると認められる

場合

［略］
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